
平
成
二
十
一
年
二
月
三
日
提
出

質

問

第

八

三

号

大
麻
吸
引
事
件
を
起
こ
し
た
大
相
撲
力
士
へ
の
日
本
相
撲
協
会
の
処
分
に
係
る
文
部
科
学
省
の
認
識
に
関
す
る

質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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大
麻
吸
引
事
件
を
起
こ
し
た
大
相
撲
力
士
へ
の
日
本
相
撲
協
会
の
処
分
に
係
る
文
部
科
学
省
の
認
識
に
関
す
る

質
問
主
意
書

本
年
二
月
二
日
、
日
本
相
撲
協
会
は
両
国
国
技
館
で
理
事
会
を
開
き
、
大
麻
取
締
法
違
反
で
逮
捕
、
送
検
さ
れ
た
尾
車
部
屋

十
両
力
士
の
若
麒
麟
真
一
氏
（
本
名
鈴
川
真
一
）
に
つ
き
、
退
職
金
が
支
払
わ
れ
る
解
雇
処
分
と
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
右
を

踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

昨
年
、
外
国
人
力
士
三
名
に
よ
り
同
じ
く
大
麻
事
件
が
起
き
、
大
相
撲
並
び
に
日
本
相
撲
協
会
に
対
し
て
大
き
な
批
判
が

寄
せ
ら
れ
、
ま
た
、
国
民
の
不
信
が
募
っ
て
い
た
中
で
、
今
回
追
い
打
ち
を
か
け
る
か
の
様
に
若
麒
麟
に
よ
る
大
麻
事
件
が

起
き
た
。
右
に
対
し
、
日
本
相
撲
協
会
の
主
務
官
庁
で
あ
る
文
部
科
学
省
は
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た

い
。

二

昨
年
の
一
連
の
大
麻
事
件
が
起
き
た
後
、
文
科
省
と
し
て
、
日
本
相
撲
協
会
に
ど
の
様
な
指
導
を
し
て
き
た
の
か
説
明
さ

れ
た
い
。

三

一
般
的
な
社
会
通
念
に
照
ら
し
、
大
麻
を
所
持
し
、
ま
た
は
吸
引
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
企
業
に
勤

務
し
て
い
る
者
は
解
雇
処
分
を
受
け
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
際
に
退
職
金
が
支
払
わ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
得
な

一



い
と
思
料
す
る
が
、
文
科
省
の
見
解
如
何
。

四

若
麒
麟
の
大
麻
事
件
に
対
す
る
日
本
相
撲
協
会
の
処
分
内
容
は
妥
当
か
。
若
麒
麟
に
対
す
る
同
協
会
の
処
分
は
、
一
般
的

な
社
会
通
念
に
合
致
す
る
も
の
か
。

五

若
麒
麟
に
対
し
、
退
職
金
の
支
払
わ
れ
な
い
除
名
処
分
と
す
る
こ
と
を
「
か
わ
い
そ
う
」
と
し
た
武
蔵
川
理
事
長
は
じ
め

日
本
相
撲
協
会
の
認
識
は
、
一
般
的
な
社
会
通
念
に
照
ら
し
、
妥
当
か
。
文
科
省
の
見
解
如
何
。

六

報
道
に
よ
る
と
、
若
麒
麟
は
大
麻
所
持
に
つ
い
て
「
パ
ク
ら
れ
た
ら
リ
ス
ク
が
で
か
い
」
等
、
自
身
の
大
麻
所
持
が
ど
れ

だ
け
重
大
な
こ
と
か
を
自
覚
し
て
い
た
か
の
様
な
書
き
込
み
を
ノ
ー
ト
に
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
若
麒
麟
は
こ
と
の

重
大
性
を
十
分
認
識
し
て
い
る
一
方
で
、
昨
年
か
ら
の
一
連
の
大
相
撲
力
士
に
よ
る
大
麻
事
件
に
よ
り
、
日
本
相
撲
協
会
、

ま
た
国
技
大
相
撲
の
力
士
に
対
す
る
日
本
社
会
の
信
頼
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
顧
み
な
い
、
極
め
て
自
己
本
位
か

つ
無
責
任
な
行
い
を
し
た
も
の
と
考
え
る
。
若
麒
麟
に
対
し
て
温
情
を
か
け
る
の
は
筋
が
通
ら
ず
、
他
の
力
士
に
よ
る
同
類

の
犯
罪
を
防
ぐ
こ
と
と
も
な
り
得
ず
、
何
よ
り
国
民
の
理
解
を
到
底
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
主
務
官
庁
と

し
て
、
日
本
相
撲
協
会
を
厳
し
く
指
導
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
文
科
省
の
見
解
如
何
。

七

若
麒
麟
の
ケ
ー
ス
以
外
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
他
の
力
士
に
よ
る
大
麻
吸
引
、
所
持
が
あ
る
可
能
性
が
否
定
で
き

二



な
い
と
思
料
す
る
。
文
科
省
と
し
て
、
全
力
士
の
み
な
ら
ず
親
方
衆
も
含
め
、
全
員
を
検
査
す
る
等
、
日
本
相
撲
協
会
に
徹

底
的
な
調
査
を
し
、
再
発
防
止
を
図
る
様
指
導
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


